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第１章 計画策定に当たって 

 

 

１ 計画策定の背景・趣旨 

昨今、人口減少や少子高齢化、多様な価値観や生活様式、働き方の広がり等により地域社

会は大きく変化しています。地域福祉においても、担い⼿不足や活動者の⾼齢化が進み、地

域での支え合いの機能は低下しています。加えて、世帯規模の縮小により、子育てや介護等

に悩みや負担を抱えながらも、周りに頼ることができない状況も⾒受けられます。さらに、

生活困窮やひきこもりなど、既存の制度の枠組みにはあてはまらない課題や、高齢の親と無

職の子どもの家庭の「8050 問題」、介護と⼦育てを同時に行う「ダブルケア」といった１世帯

で複数のリスクを抱えるといった問題も生じています。 

一方、国においては令和 22年（2040年）に高齢者人口がピークに達し、困窮化、孤立化、

認知症の増加などの問題がより深刻化すると予測される中で、平成 30年４月の社会福祉法改

正において、高齢者のケアを主眼とした地域包括ケアシステムを引き続き推進しつつ、障が

い者、子どもなどへの支援や複合的な課題にもその考え方を広げ、地域福祉の理念が明確化

されました。さらに令和２年６月に社会福祉法が再び一部改正され、「地域福祉の推進は、地

域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指し

て行われなければならない」として、地域福祉を推進する際のめざすべき社会像（理念）と

して「地域共生社会」が規定されました。また、地方公共団体の責務として、地域生活課題の

解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が明示され、重層的なセーフティネット

を強化するための新たな事業として、「重層的支援体制整備事業」が令和３年度より新たに創

設されました。さらに、SDGs達成のための国の取り組みも進められており、すべての人が安

全で安心して暮らすことのできる「誰一人取り残さない」社会をつくることは、全世界的な

目標であり、まさに地域福祉の目標でもあります。 

こうした状況を踏まえ、本町においては、地域の特性や実情を踏まえながら、多くの住民

や団体が主体的に福祉活動に取り組み、ともに助け合い支え合う地域社会を基盤とした地域

福祉の推進を総合的かつ計画的に進めていくための基本的な指針として「石井町地域福祉計

画」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ウィズコロナ時代の課題 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大という未曽有の事態は、地域福祉活動において

も、今までのように集いふれあう支援のあり方の変容が懸念されています。生活困窮や

認知症の増大が予測される中、加えて多発する自然災害の発生等も踏まえ、関係機関・

団体の協力・連携のもと、災害発生時を見据えた日常的なつながりづくりの強化、どん

な時でもつながりが途切れない、安心できる環境整備を地域福祉の仕組みにおいても考

えていく必要があります。 
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２ 計画の位置づけ 

地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条の規定に基づく市町村地域福祉計画として位置づけ

られます。既存の各分野別の福祉計画のように対象者が限定されるものではなく、石井町に

暮らすすべての住民を対象とした、地域における福祉活動を進めるための基本計画です。 

また、本計画は自殺対策基本法第 13条第２項の「当該市町村の区域内における自殺対策に

ついての計画」、再犯の防止等の推進に関する法律第８条第１項の「当該都道府県又は市町村

における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画」を包含するものとして位置づけま

す。 

さらに、本計画は町全体の指針となる「石井町総合発展計画」との整合を図っていきます。

社会福祉法の改正により、地域福祉計画が福祉の各分野の上位計画となったことも踏まえ、

「石井町高齢者保健福祉計画・石井町介護保険事業計画」「石井町障がい者計画」「石井町障

がい福祉計画・石井町障がい児福祉計画」「石井町子ども・子育て支援事業計画」などの他の

計画とも整合を図りながら策定します。 

 

◆本計画と関連計画との関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

石井町 

石井町総合発展計画 

石 井 町 地 域 福 祉 計 画 
石 井 町 自 殺 対 策 計 画 

石井町再犯防止推進計画 

石
井
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
石
井
町
介
護
保
険
事
業
計
画 

石
井
町
障
が
い
者
計
画 

石
井
町
障
が
い
福
祉
計
画
・
石
井
町
障
が
い
児
福
祉
計
画 

石
井
町
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

石
井
町
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画 

石
井
町
健
康
づ
く
り
計
画
・
石
井
町
保
健
事
業
等
実
施
計
画 

そ
の
他
関
連
計
画 

整合 

徳島県 

とくしま 

“福祉のきずな” 

サポートプラン 

（徳島県地域福祉支援計画） 

石井町社会福祉協議会 

支援 

連携 
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３ 計画の期間 

本計画は、令和４年度から令和８年度までの５年間を計画期間とし、５年後に見直しを行

います。 

 

 

４ 計画の策定体制 

（１）策定委員会の開催 

計画を審議する場として「石井町地域福祉計画策定委員会」を設置し、計画の審議、検討

を行いました。 

 

（２）アンケート調査 

計画策定に当たり、町民の福祉に対する意識や地域活動への参加状況などの実態を把握

する目的でアンケート調査を行いました。 

 

調 査 対 象 町内在住の 18歳以上の男女 

調 査 実 施 期 間 令和３年８月 10日～８月 31 日 

調 査 方 法 郵送による配布・回収 

調 査 数 2,000人 

回 収 数 （ 率 ） 850人（42.5％） 

 

（３）関係団体・事業者及び各行政担当者に対する調査 

地域福祉に係る活動団体・組織に対し、活動状況や課題、地域福祉に対する意見を聴取

するための調査を実施しました。 

また、子育て、高齢福祉、介護保険、障がい福祉等の福祉関連施策の現状を把握し、今後

の施策方針や連携体制を構築するため、各行政担当者に調査を実施しました。 

 

（４）パブリックコメント 

石井町地域福祉計画策定委員会において検討し、作成した計画素案を住民に公表し、広

く意見を求めることを目的に実施しました。 
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第２章 石井町の地域福祉を取り巻く現状 

 

 

１ 人口および世帯数の状況 

（１）人口の状況 

本町の総人口はゆるやかな減少傾向にあり、年齢３区分別にみると、年少人口が平成 27

年以降減少し続けています。一方で、高齢者人口は平成 27年以降増加し続けており、それ

に伴い高齢化率も上昇の一途を辿っています。 

また、総人口に占める 75 歳以上の割合も、平成 27 年から令和２年にかけて上昇し続け

ていることがわかります。 

 

◆総人口・年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）  
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（２）人口ピラミッド 

本町の性別・年齢５歳区分別の人口構成は、男女ともに 65～74 歳が多くなっています。 

令和４年には、団塊の世代が 75歳以上になり始めることから、今後は後期高齢者の増加

が見込まれます。 

一方、男女ともに 35歳未満の人口が少なく、少子高齢化が一層進行していることがうか

がえます。 

 

◆人口ピラミッド（令和２年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（R２年９月末現在） 
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（３）自然動態と社会動態 

本町の人口動態は、出生から死亡を差し引いた自然増減はマイナスで推移しています。 

一方、転入から転出を差し引いた社会増減は、平成 29年から令和元年にかけてプラスに

転じていますが、令和２年に再びマイナスに転じています。 

 

◆自然動態と社会動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人 

 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 

出生数 196 181 166 149 161 156 

死亡数 281 306 317 315 350 337 

自然動態 ▲ 85 ▲ 125 ▲ 151 ▲ 166 ▲ 189 ▲ 181 

転入数 849 760 833 750 771 707 

転出数 856 768 775 748 734 761 

社会動態 ▲ 7 ▲ 8 58 2 37 ▲ 54 

資料：徳島県人口移動調査年報 
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（４）出生率の推移と比較 

本町の出生率は、平成 26年から 27年にかけて増加し、以降 30年まで減少を続け、令和

元年に再び増加しており人口千人あたり 6.39人となっています。また、徳島県や全国と比

較すると、おおむね低い水準で推移していることがわかります。 

 

◆出生率の推移と比較（県・国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：徳島県人口移動調査年報、人口動態統計（全国、県） 

 

（５）世帯数の推移 

本町の世帯数は、緩やかな増加傾向にあり、令和３年では 10,786 世帯となっています。

一方、一世帯当たり人員数は減少傾向にあり、令和３年では 2.36人となっています。 

 

◆世帯数、一世帯当たり人員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 
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（６）世帯構成比の比較 

本町の世帯構成比は、核家族世帯が 61.5％で半数以上を占めています。また、徳島県や

全国と比較すると、単独世帯の割合が低く、核家族以外の世帯の割合が高くなっています。 

 

◆世帯構成比の比較（県・国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（R２年）  
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２ 子ども・高齢者・障がい者・外国人等の状況 

（１）認可保育所利用児童数の推移 

平成 28年と令和３年を比較すると、０歳児および３～５歳児は減少傾向となっています

が、１～２歳児は増加傾向になっています。平成 29年度から、保育所における３歳以下の

児童の保育充実を図るため、町立保育所を希望する４・５歳児は幼稚園に入園となったの

が要因と考えられます。 
 

◆認可保育所利用児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年４月１日現在 

 

（２）幼稚園利用児童数の推移 

３歳児は平成 30年以降減少傾向にあり、令和３年には３人となっています。また、平成

28年から令和３年にかけて、５歳児が４歳児の人数を上回る形で推移しています。 
 

◆幼稚園利用児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

資料：各年５月１日現在 
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0歳児 1～2歳児 3～5歳児

9 8 9 4 5 3

185
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170 161
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155

200
207

203

182 179
186

0

50

100

150

200

250

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

（人）

３歳児 ４歳児 ５歳児
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（３）児童・生徒数の推移 

児童・生徒数については、小学校児童数はほぼ横ばいの数値で推移しています。中学校

生徒数は平成 30年以降減少傾向にあり、令和２年、３年では 600人を下回っています。 

 

◆児童・生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年５月１日現在 

 

（４）高齢者のいる世帯 

高齢者のいる世帯数は、平成 27 年から令和２年にかけて 300 世帯以上増加しています。

また、一般世帯に占める高齢独居世帯の割合は、５年間で 2.9ポイント上昇しています。 

 

◆高齢者のいる世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

1,315 1,293 1,296 1,318 1,330 1,323

652
609 622 619 584 592

0

500

1,000

1,500

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

（人）

小学校児童 中学校生徒

9,308 9,584

4,784 5,100

10.2

13.1

0

2

4

6

8

10

12

14

0

5,000

10,000

15,000

平成27年 令和２年

（世帯） （％）

一般世帯

高齢者のいる世帯

一般世帯に占める高齢独居世帯の割合
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（５）要介護等認定者数の推移 

要介護等認定者数は、令和元年まで増加傾向にありましたが、令和２年以降はやや減少

しています。また、要介護度別にみると、平成 28年から令和３年にかけて要介護１が 50人

近く増加しています。また、要支援１は平成 29年から平成 30年にかけて 80人以上減少し

ています。 

 

◆要介護等認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム  

238 256 293 211 217 182 198

232 274 231
258 228 256 245

298
294 301

304 315 330 342

283
279 272 313 325 328 309

198
201 198 227 248 237 238

190
211 228 224 229 226 218

140
138 155 175 159 151 158

1,579
1,653 1,678 1,712 1,721 1,710 1,708

0

500

1,000

1,500

2,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

（人）

一一一一 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１
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（６）障害者手帳所持者数の推移 

障害者手帳所持者数は増加傾向にあり、平成 27年の 1,628人から令和２年には 1,777人

と 149人増加しています。障がい種別にみると、身体障害者手帳保持者は平成 28年から 30

年にかけて減少傾向にありましたが、令和元年以降再び増加しています。療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳所持者は、ともに平成27年から令和２年にかけて増加傾向にあります。 

身体障害者手帳所持者数を年齢別にみると、18 歳未満と 65 歳以上は増減を繰り返しな

がら推移していますが、18～64歳は年々減少していることがわかります。 

障がい部位別にみると、平成 27 年から令和２年にかけて肢体は 11 人の減少、それ以外

の部位は増加あるいは変わらずという結果になっています。 

 

◆障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆年齢別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

  

1,241 1,259 1,250 1,197 1,213 1,265

290 298 312 335 344
351

97 97 111 124 142
161

1,628 1,654 1,673 1,656 1,699
1,777

0

500

1,000

1,500

2,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

（人）

一一一一一一 療育手帳保持者 精神障害者保健福祉手帳保持者身体障害者手帳保持者

15 13 13 15 16 14

331 320 297 286 273 258

863 867 871 884 871 870

0

200

400

600

800

1000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

（人）

18歳未満 18～64歳 65歳以上
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◆部位別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石井町福祉生活課（各年度末現在） 

（７）外国人住民人口の推移 

外国人住民人口は、令和元年以降やや減少しているものの、平成 27年の 161人から 100

人以上増加し、令和３年では 265人となっています。 

性別にみると、外国人女性が大きく増加しており、平成 27 年から令和３年にかけて 83

人の増加となっています。これに対し、外国人男性は、21 人の増加にとどまっています。

また、いずれの年も女性が男性の数を２～３倍ほど上回っていることがわかります。 

 

◆外国人住民人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 

  

190 187 189 176 182 199

81 82 81 77 81 81

6 7 9 11 11 10

602 612 594
569 571

591

362 371 377 364 368 384

0

100

200

300

400

500

600

700

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

（人）

聴覚・平衡 視覚 音声・言語・そしゃく 肢体 内部

46 51 57 58 71 75 67

115 118

165
183

217 197 198
161 169

222
241

288
272 265

0

50

100

150

200

250

300

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

（人）
一一 外国人女性外国人男性
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３ 支援等を必要とする人の状況 

（１）生活保護の被保護者数・被保護者世帯数の推移 

生活保護の被保護者世帯数、被保護者数ともに平成 28年以降、減少傾向にあります。 

 

◆生活保護の被保護者数・被保護者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年４月１日現在 

（２）生活困窮者自立相談支援 

生活困窮者自立相談支援の推移をみると、令和元年度から２年度にかけて新規相談受付

件数が大きく増加しています。一方、支援決定件数は増減を繰り返しつつ推移しています

が、令和２年度では５件となっており、平成 28年度と並んで直近６年間で最も低い数値と

なっています。 

 

◆生活困窮者自立相談支援に関する新規相談者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年４月１日現在 

231 237 231 220 215 216 204

331
345
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300
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0

100

200

300

400

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

（世帯、人） 被保護者世帯数 被保護者数
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5
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40
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

（件）
一一一一 支援決定件数（プラン作成件数）新規相談受付件数
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（３）町長申立てによる成年後見制度の利用者数 

町長申立てによる成年後見制度の利用者数は、平成 27年度から令和２年度にかけて高齢

者の利用が２～５名程度となっています。障がい者の利用については、平成 28年度と令和

元年度に１人となっています。 

 

◆町長申立てによる成年後見制度の利用者数の推移 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

高齢者 2 2 5 3 4 4 

障がい者 0 1 0 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理（不

動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など）や身上保護（介護・福祉サ

ービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など）などの法律行為を

一人で行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわか

らないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような

判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。 

成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。 

 

■成年後見制度の種類 

任意後見 
法定後見 

補助 保佐 後見 

将来に備える方へ 
判断能力が 

不十分な方へ 

判断能力が著しく 

不十分な方へ 

判断能力が 

欠けているのが 

通常の状態の方へ 

判断能力が 

あるうちに 

任意後見人を選定 

一部の 

契約・手続等の 

同意・取消や代理 

財産上の 

重要な契約等の 

同意・取消や代理 

すべての契約等の 

代理・取消 

自分で選んだ人を 

任意後見人に 

することができる 

家庭裁判所が補助人、保佐人、成年後見人を選任 

（本人の親族、法律・福祉の専門家、その他の第三者、 

福祉関係の法人やその他の法人） 

 

石井町においては、支援を必要とするすべての人が適切に支援を受けられるように、権

利擁護支援の地域連携ネットワークを構築し、利用者の権利擁護と意思決定支援尊重によ

り、安心して暮らせるように支援します。 

成年後見制度とは 
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（４）自殺者数・自殺死亡率の推移 

自殺者数は、平成 27年から令和２年にかけて３～６人程度で推移しています。また、自

殺死亡率を徳島県及び全国と比較すると、平成 29 年度が人口 10 万人あたり 22.88 人と突

出しています。 

 

◆自殺者数・自殺死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人 

 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 

自殺者数 4 3 6 4 3 3 

自殺死亡率（石井町） 15.12 11.38 22.88 15.31 11.55 11.62 

自殺死亡率（徳島県） 17.13 17.66 15.31 11.49 14.79 14.68 

自殺死亡率（全国） 18.57 16.95 16.52 16.18 15.67 16.44 
 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（住居地・自殺日ベース） 

※自殺死亡率は、人口 10万人当たりの自殺者数 

  

4
3

6

4
3 3

15.12

11.38

22.88

15.31

11.55
11.62

17.13

17.66

15.31

11.49

14.79
14.68

18.57

16.95

16.52 16.18 15.67 16.44

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0

5

10

15

20

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

（人）

自殺者数 自殺死亡率（石井町）

自殺死亡率（徳島県） 自殺死亡率（全国）
（人／人口 10万人あたり） 
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４ 社会福祉資源の状況 

（１）老人クラブ 

老人クラブについては、クラブ数は平成 27年度から 29年度にかけて減少していますが、

それ以降は変化がみられません。会員数は減少傾向にあり、平成 27 年度の 1,927 人から、

令和２年度には 1,675人と 252人減少しています。 

 

◆老人クラブ会員数とクラブ数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ボランティア 

ボランティア団体数はほぼ横ばいの数値で推移していますが、令和２年度では、直近６

年で最も少ない 62団体となっています。 

ボランティア登録者数は減少傾向にあり、令和２年度では 1,144 人となっています。令

和元年度以降はコロナ禍の影響で、減少幅がさらに大きくなっているものと考えられます。 

 

◆ボランティア登録者数と団体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,927 1,899
1,805 1,757

1,701 1,675

37

36

33 33 33 33

32

33

34

35

36

37

38

39

0

500

1,000

1,500

2,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

（クラブ）（人）

会員数 クラブ数

66 63 64 64 64 62

1,670
1,698

1,496
1,549

1,372

1,144

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0

50

100

150

200

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

（人）（団体）

団体数 登録者数
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５ アンケート調査結果の概要（抜粋） 

 

 

問 あなたの年齢をお答えください。 

  

 回答者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは、現在、近所の人とどの程度の付き合いをしていますか。 

  

 近所付き合いの程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.5

5.6

10.4

15.9

14.6

9.9

30.7

11.1

0.4

0% 10% 20% 30% 40%

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65～74歳

75歳以上

無回答

（n=850）

非常に親しく

付き合っている

1.9%

親しく

付き合っている

25.6%

あいさつをする

程度の付き合い

61.3%

ほとんど

付き合いはない

10.7%

その他

0.0%

無回答

0.5%

（n=850）
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近所付き合いの程度（全体、年齢別、同居家族別） 

 

 

 

 

 

 

  1.9

1.3

0.8

3.6

2.7

2.1

2.2

2.2

3.3

5.4

25.6

11.5

13.9

16.1

33.3

32.6

50.0

24.0

17.4

31.7

27.9

23.0

17.7

61.3

67.2

68.6

67.7

56.0

59.4

43.6

61.3

72.5

57.9

59.0

56.8

64.0

10.7

21.3

16.1

15.3

4.8

5.4

4.3

14.7

8.0

8.2

9.8

14.9

17.1

0.5

2.4

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=850）

18～29歳（n=61）

30～49歳（n=223）

50～59歳（n=124）

60～64歳（n=84）

65～74歳（n=261）

75歳以上（n=94）

小学校入学前の乳幼児（n=75）

小学生・中学生（n=138）

６５歳以上の方（n=537）

介護を必要とする方（n=61）

身体・知的・精神などの

障がいのある方（n=74）

いずれにも該当しない

（家族・本人とも）（n=164）

一一一 親しく付き合っている

あいさつをする程度の付き合い ほとんど付き合いはない

その他 無回答

非常に親しく付き合っている

年

齢

別

同

居

家

族

別
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 問 近所の人との付き合いに満足していますか。 

 

 近所付き合いの満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近所の人との付き合いに「あまり満足していない」、または「満足していない」を選ばれた方 

問 満足していない理由は何ですか。 

 

 近所付き合いに満足していない理由（複数回答） 

  

 

 

 

  

満足している

19.8%

まあまあ

満足している

64.9%

あまり

満足していない

11.2%

満足していない

2.8% 無回答

1.3%

（n=850）

53.8

39.5

37.8

6.7

3.4

6.7

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

付き合いのある人はいるが、あいさつを

かわす程度で関係が希薄だから

困っているときに頼める人がいないから

付き合いのある人が少ないから

関係が深く付き合いに疲れるから

付き合わないといけない人が多いから

その他

無回答

（n=119）
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問 現在あなたがお住まいの地域では、安心して生活していく上で、どのような問題や課題 

があると感じていますか。 

  

 地域で安心して生活していく上での問題や課題（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.2

30.9

21.8

18.2

16.5

16.1

12.4

12.2

10.5

2.2

3.3

12.2

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

大きな災害が起きたときの避難や

当面の生活に関すること

周りが高齢者の世帯ばかりであること

（今後、高齢者世帯ばかりになりそうなこと）

交通安全や防犯に関すること

子どもだけや子連れで安全に遊べる場が

ないこと（または少ないこと）

買い物や病院への交通手段がないこと

（または少ないこと）

自治会の活動があまりなかったり、参加者が

少なかったり、地域のつながりが薄いこと

近くに親しい人がいないこと

近所付き合いがあまりないこと

高齢者世帯や障がいのある人がいる家庭への

周囲の見守りや支援に関すること

子育て世代が少なく、育児の

相談をできる人がいないこと

その他

不安を感じていることはない

無回答

（n=850）
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地域で安心して生活していく上での問題や課題（全体、年齢別、同居家族別／複数回答） 

＜上位３位／単位：％＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 第１位 第２位 第３位

大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

周りが高齢者の世帯ばかりであること 交通安全や防犯に関すること

43.2 30.9 21.8
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

子どもだけや子連れで安全に遊べる

場がないこと

周りが高齢者の世帯ばかりであること

41.0 37.7 29.5
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

子どもだけや子連れで安全に遊べる

場がないこと

交通安全や防犯に関すること

44.4 36.3 35.0
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

周りが高齢者の世帯ばかりであること 交通安全や防犯に関すること

42.7 33.1 22.6
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

周りが高齢者の世帯ばかりであること 交通安全や防犯に関すること

36.9 32.1 17.9
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

周りが高齢者の世帯ばかりであること 自治会の活動があまりなかったり、参加者が少

なかったり、地域のつながりが薄いこと

45.6 37.5 22.6
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

自治会の活動があまりなかったり、参加者が少

なかったり、地域のつながりが薄いこと

周りが高齢者の世帯ばかりであること

42.6 38.3 28.7
子どもだけや子連れで安全に遊べる

場がないこと

大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

交通安全や防犯に関すること

58.7 41.3 40.0
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

37.0
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

周りが高齢者の世帯ばかりであること 自治会の活動があまりなかったり、参加者が少

なかったり、地域のつながりが薄いこと

42.3 35.0 20.3
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

周りが高齢者の世帯ばかりであること 近所付き合いがあまりないこと

42.6 39.3 19.7
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

周りが高齢者の世帯ばかりであること 買い物や病院への交通手段がないこ

と

41.9 33.8 23.0
大きな災害が起きたときの避難や当面

の生活に関すること

周りが高齢者の世帯ばかりであること 交通安全や防犯に関すること

44.5 28.7 24.4

交通安全や防犯に関すること／子どもだけや子連れで安全に遊べる場がない

こと

39.9

６５歳以上の方（n=537）

介護を必要とする方
（n=61）

全体（n=850）

年
齢
別

18～29歳（n=61）

30～49歳（n=223）

50～59歳（n=124）

60～64歳（n=84）

65～74歳（n=261）

75歳以上（n=94）

同
居
家
族
別

小学校入学前の乳幼
児（n=75）

小学生・中学生
（n=138）

身体・知的・精神などの
障がいのある方（n=74）

いずれにも該当しない
（家族・本人とも）

（n=164）
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問 あなたは、自分にとって必要な福祉サービスの情報をどの程度入手できていますか。 

  

 福祉サービスの情報をどの程度入手できているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは石井町の福祉・防災に関する情報をどの媒体から得ていますか。 

  

 石井町の福祉や防災に関する情報の入手先（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分できている

1.4%

まあまあ

できている

21.9%

あまり

できていない

41.2%

ほとんど

できていない

19.5%

わからない

14.7%

無回答

1.3%

（n=850）

60.8

32.2

21.8

8.2

5.8

5.3

6.8

0% 20% 40% 60% 80%

広報いしい、社協だより等による提供

石井CATV「いしい地域情報チャンネル」

石井町ホームページ

石井町の情報を発信するスマート

フォン用アプリ「いしいアプリ」

SNS（Facebook、twitter、instagramなど）

その他

無回答

（n=850）



24 

 

石井町の福祉や防災に関する情報の入手先（全体、年齢別／複数回答） 

＜上位３位／単位：％＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは、生活の中で、近所の人にどのような手助けや協力をしてほしいと思いますか。 

  

 近所の人に手助けしてほしいこと（複数回答） 

 

 

 

  

34.4

22.1

7.2

3.6

2.9

2.6

2.5

2.4

0.8

0.9

47.9

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

災害時の手助け

見守りや安否確認の声かけ

お年寄りの話し相手

悩み事の相談相手

調理・清掃・ゴミ出し等の家事等の手伝い

買い物の手伝い

短時間の子どもの預かり

通院などの外出の手伝い

食事のおすそわけ

その他

特にない

無回答

（n=850）

 第１位 第２位 第３位

広報いしい、社協だより等による

提供

石井CATV「いしい地域情報チャンネ

ル」

石井町ホームページ

60.8 32.2 21.8
石井町ホームページ 広報いしい、社協だより等による

提供

SNS（Facebook、twitter、instagramな

ど）

29.5 27.9 21.3
広報いしい、社協だより等による

提供

石井町ホームページ 石井CATV「いしい地域情報チャンネ

ル」

38.1 37.2 28.7
広報いしい、社協だより等による

提供

石井CATV「いしい地域情報チャンネ

ル」

石井町ホームページ

66.9 33.1 27.4
広報いしい、社協だより等による

提供

石井CATV「いしい地域情報チャンネ

ル」

石井町ホームページ

73.8 32.1 20.2
広報いしい、社協だより等による

提供

石井CATV「いしい地域情報チャンネ

ル」

石井町ホームページ

75.1 37.2 10.0
広報いしい、社協だより等による

提供

石井CATV「いしい地域情報チャンネ

ル」

石井町ホームページ

77.7 37.2 7.4

全体（n=850）

年
齢
別

18～29歳（n=61）

30～49歳（n=223）

50～59歳（n=124）

60～64歳（n=84）

65～74歳（n=261）

75歳以上（n=94）



25 

 

 

問 あなたは、周囲の人の手助けや協力・支援が必要だと思われるご家庭に対して、どのよ 

うな手助けができますか。 

  

 自身ができる手助けや支援（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 町では、「ふれあい収集制度」の実施を検討していますが、高齢者等のごみ出しについ 

て、どのような支援があればいいと思いますか。 

  

 必要だと思うごみ出しの支援（複数回答） 

 

 

 

 

 

  

50.5

31.8

19.1

11.2

8.5

5.8

4.7

4.0

3.1

2.6

15.9

3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

見守りや安否確認の声かけ

災害時の手助け

お年寄りの話し相手

買い物のお手伝い

悩み事の相談相手

食事のおすそわけ

調理・清掃・ゴミ出し等の家事等の手伝い

通院などの外出の手伝い

短時間の子どもの預かり

その他

様々な理由により手助けはできない

無回答

（n=850）

50.2

47.4

29.2

4.2

1.1

8.8

3.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自宅の玄関前に伺い、ごみを収集する

ごみが出ていない時や、何か様子がおかしい時

などに声かけによる安否確認を行う

ごみ収集時に声かけによる安否確認を行う

家の中まで伺い、ごみを収集する

その他

支援を必要としない

無回答

（n=850）



26 

 

 

問 あなたは、地震などの災害発生時に、避難場所までの移動や、災害時についての情報の 

入手等について、誰かの助けを必要としますか。 

  

 災害時に誰かの助けが必要かどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時に誰かの助けが必要かどうか（全体、年齢別、同居家族別） 

 

  

必要とする

23.1%

必要としない

50.6%

わからない

25.2%

無回答

1.2%

（n=850）

23.1

27.9

17.0

13.7

15.5

28.0

40.4

30.7

19.6

24.0

34.4

33.8

17.1

50.6

52.5

49.8

59.7

57.1

49.0

38.3

40.0

46.4

50.5

39.3

40.5

60.4

25.2

19.7

32.7

26.6

25.0

21.1

20.2

29.3

32.6

24.4

26.2

25.7

20.7

1.2

0.4

2.4

1.9

1.1

1.4

1.1

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=850）

18～29歳（n=61）

30～49歳（n=223）

50～59歳（n=124）

60～64歳（n=84）

65～74歳（n=261）

75歳以上（n=94）

小学校入学前の乳幼児（n=75）

小学生・中学生（n=138）

６５歳以上の方（n=537）

介護を必要とする方（n=61）

身体・知的・精神などの

障がいのある方（n=74）

いずれにも該当しない

（家族・本人とも）（n=164）

一一一 必要としない わからない 無回答必要とする

年

齢

別

同

居

家

族

別



27 

 

 

問 災害等の緊急事態が発生したときに、近所に自力で避難できない人や安否の不明な人が 

いたら、どう対応しますか。 

  

 災害時に支援を必要とする人たちへの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時に支援を必要とする人たちへの対応（全体、性別、年齢別、近所付き合いの状況別） 

 

 

  

自発的に手助けする

23.8%

助けを求められたら、

手助けをする

40.5%

自治会等から事前に

依頼があれば手助

けする

6.2%

自分のことで精一杯

で手助けできない

13.9%

その他

1.8%

わからない

12.4%

無回答

1.5%

（n=850）

23.8

28.6

20.2

34.4

22.0

24.2

27.4

24.1

17.0

32.1

22.8

8.8

40.5

41.5

39.8

42.6

38.1

49.2

38.1

41.4

34.0

35.5

41.8

47.3

6.2

5.8

6.7

3.3

5.4

5.6

11.9

6.1

6.4

7.3

6.5

2.2

13.9

11.3

16.0

4.9

13.0

6.5

11.9

14.2

33.0

15.0

12.1

22.0

1.8

1.4

1.9

2.2

0.8

1.2

2.7

2.1

1.3

2.2

12.4

10.2

14.0

14.8

18.8

13.7

7.1

9.6

5.3

7.7

13.8

15.4

1.5

1.4

1.5

0.4

2.4

1.9

4.3

0.4

1.5

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=850）

男性（n=364）

女性（n=480）

18～29歳（n=61）

30～49歳（n=223）

50～59歳（n=124）

60～64歳（n=84）

65～74歳（n=261）

75歳以上（n=94）

親しく付き合っている（n=234）

あいさつをする程度（n=521）

ほとんど付き合いはない（n=91）

一一一 助けを求められたら、手助けをする

自治会等から事前に依頼があれば手助けする 自分のことで精一杯で手助けできない

その他 わからない

無回答

自発的に手助けする

性

別

年

齢

別

近
所
付
き
合
い
の

状
況
別



28 

 

 

問 地震などの災害時に備えて、高齢者・障がいのある人・乳幼児等、災害時に手助けを必要とする 

方に対する対策として、特にどのようなことに取り組むべきだと思いますか。 

  

手助けを必要とする方のために取り組むべき対策（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは「避難行動要支援者支援制度」の取り組みを知っていましたか。 

  

 避難行動要支援者支援制度の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

知っていた

8.2%

知らなかった

90.0%

無回答

1.8%

（n=850）

42.2

38.1

33.1

32.9

29.2

27.1

15.5

9.4

1.1

3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地域・近所の中で日頃から住民同士が

協力できる体制をつくる

高齢者・障がいのある人・乳幼児等に

配慮した避難所を確保する

災害時の情報を伝える方法を

住民に日頃から伝える

災害時の生活の支援体制をつくる

避難誘導体制を確立する

高齢者・障がいのある人・乳幼児等に

配慮した支援物資を確保する

日頃から訓練を実施するなど

住民の意識啓発を行う

ボランティアの受け入れ体制を整備する

その他

無回答

（n=850）



29 

 

 

問 あなたは、地域活動やボランティア活動、地域や住民に対する各種の支援活動などに参 

加していますか。 

  

 各種支援活動への参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種支援活動への参加状況（全体、性別、年齢別、近所付き合いの状況別） 

 

  

現在継続的に

参加している

11.3%

たまに参加する

ことがある

8.2%

参加したことはある

が、現在はほとんど

参加していない

13.5%
参加したことは

ない

48.5%

参加することが

できない

9.4%

参加するつもり

はない

6.0%

無回答

3.1%

（n=850）

11.3

13.2

10.0

1.6

5.8

8.9

19.0

16.1

13.8

24.8

6.5

4.4

8.2

11.0

6.3

6.6

5.4

7.3

6.0

11.9

9.6

11.1

8.3

1.1

13.5

12.6

14.4

9.8

13.0

16.1

8.3

12.3

22.3

15.0

14.6

4.4

48.5

47.5

48.8

63.9

52.5

48.4

48.8

45.6

36.2

37.6

51.6

59.3

9.4

7.4

11.0

8.2

11.2

11.3

6.0

8.4

9.6

6.0

10.6

12.1

6.0

6.3

5.8

9.8

11.2

4.8

6.0

1.9

4.3

2.1

6.1

15.4

3.1

1.9

3.8

0.9

3.2

6.0

3.8

4.3

3.4

2.3

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=850）

男性（n=364）

女性（n=480）

18～29歳（n=61）

30～49歳（n=223）

50～59歳（n=124）

60～64歳（n=84）

65～74歳（n=261）

75歳以上（n=94）

親しく付き合っている（n=234）

あいさつをする程度（n=521）

ほとんど付き合いはない（n=91）

一一一 たまに参加することがある

参加したことはあるが、現在はほとんど参加していない 参加したことはない

参加することができない 参加するつもりはない

無回答

現在継続的に参加している

性

別

年

齢

別

近
所
付
き
合
い
の

状
況
別
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活動に「参加したことはない」、「参加することができない」、「参加するつもりはない」を選ばれた方 

問 参加していない理由は何ですか。 

 

 地域活動に参加したことがない理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.5

28.0

26.2

19.2

19.0

14.7

9.6

6.8

4.1

1.7

5.2

3.3

0% 10% 20% 30% 40%

勤務などの都合で機会がないから

時間がないから

参加方法がわからないから

一緒に活動する仲間がいないから

自治会などの組織に入っていないから

体調がすぐれないから

興味がないから

わずらわしいから

経済的な負担が大きいから

家族の理解が得られないから

その他

無回答

（n=543）



31 

 

 

問 石井町での暮らしについて、あなたはどのように感じていますか。 

  

 石井町での暮らしで感じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.1

4.7

8.7

3.2

3.1

47.3

39.3

50.5

37.8

31.2

37.6

45.3

32.2

47.8

51.1

5.8

7.2

4.2

6.7

10.4

3.2

3.5

4.4

4.6

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域福祉の理解があり、住民同士の

結びつきがあるまちだと思う

手助けを必要とする人への対応や、防災・防犯の

地域活動が積極的に行われていると思う

福祉サービスを必要としたときに、確実に

安心して利用できるまちだと思う

誰もが安心して暮らせる生活基盤や福祉事業者、

専門家などの人材が整っていると思う

地域活動に町民の誰もが積極的に

参加できる仕組みが整っていると思う

--- まあそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答

そう思う

（n=850）
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６ 地域福祉を取り巻く課題 

アンケート調査等の結果から以下のとおり課題を整理しました。 
 

【アンケート調査結果】 

項目 現状と課題 

地域や福祉との関わり

について 

◆近所付き合いの程度については、「あいさつをする程度の付き

合い」が６割程度で最も多く、「親しく付き合っている」は３

割程度となっています。 

◆近所付き合いに満足していない人は理由として、「付き合いの

ある人はいるが、あいさつをかわす程度で関係が希薄だから」

「困っているときに頼める人がいないから」「付き合いのある

人が少ないから」と回答する割合が高く、近所付き合いは徐々

に疎遠になっている傾向がみられます。 

◆お住まいの地域の問題や課題については、「大きな災害が起き

たときの避難や当面の生活に関すること」が４割程度と最も多

く、以下「周りが高齢者の世帯ばかりであること」「交通安全

や防犯に関すること」と続いており、災害等の安全面や高齢化

による地域の担い手不足などに不安を感じている人が多くな

っています。 

日常生活について 

◆自分にとって必要な福祉等の情報の入手を「あまりできていな

い」「ほとんどできていない」と回答した割合が６割程度と、

行政が発信する各種情報が必ずしも情報を必要とする人に伝

わっていない状況がみられます。 

◆福祉等の情報の入手先については、「広報いしい、社協だより

等による提供」が６割程度と最も多く、以下「石井 CATV（いし

い地域情報チャンネル）」「石井町ホームページ」「石井町の情

報を発信するスマートフォン用アプリ（いしいアプリ）」「SNS

（Facebook、twitter、instagramなど）」と続いています。今

後も広報媒体を中心としながら、SNSや地域の関係団体・機関

を通じた情報提供など、世代や地域に応じた多様な情報提供の

方法を模索していく必要があります。 

◆自分が生活の中で近所の人に手助けや協力をしてほしいかに

ついては、「災害時の手助け」「見守りや安否確認の声かけ」が

多く、逆に困っている家庭に対し自分自身ができることについ

ても、同様の項目が多くなっています。こうした生活課題やニ

ーズをきちんと把握し、住民の地域福祉活動への参加意識とつ

なぐ仕組みをつくっていくことで、お互いのニーズを満たして

いく必要があります。 
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項目 現状と課題 

高齢者等のごみ出し支

援について 

◆あれば良いと思うごみ出しの支援について、「自宅玄関前に伺

い、ごみを収集する」「ごみが出ていない時や、何か様子がお

かしい時などに声かけによる安否確認を行う」がともに５割程

度で最も多く、次に「ごみ収集時に声かけによる安否確認を行

う」が続いています。 

◆「ふれあい収集制度」（高齢者や障がいのある方等の在宅生活

を支援するため、家庭のごみを、ごみ集積所等に持ち出すこと

が困難な世帯に対して戸別訪問し、ごみの収集や安否確認を行

う制度）については、住民の意向を踏まえて支援を検討してい

く必要があります。 

災害時のことについて 

◆災害時に誰かの助けを必要とする割合は２割程度です。一方、

災害時に支援を必要とする人がいたら「自発的に手助けする」

「助けを求められたら、手助けをする」「自治会等から事前に

依頼があれば手助けする」と回答した人は７割程度となってい

ます。 

◆自然災害による被害が全国で頻発する中、災害時にだれもが安

全に避難できるよう地域ぐるみで取り組むことの必要性への

関心が高まっていることから、地域福祉の視点からの災害時支

援の取り組みを重点的な課題の一つとして推進していく必要

があります。また、近所付き合いの程度については、「あいさ

つをする程度の付き合い」が多いですが、災害時支援には日頃

からの付き合いで関係をつくっておくことが大切になります。 

◆避難行動要支援者支援制度の認知度は、「知らなかった」が９

割となっています。災害時に支援を必要とする人がいたら手助

けしたいと考えている人が多いことから、本制度について多く

の人に理解を広げていく必要があります。 

地域活動・ボランティア

活動への参加について 

◆地域活動やボランティア活動に「現在継続的に参加している」

「たまに参加することがある」と回答した割合は２割程度で、

地域活動やボランティア活動への参加機運は高いとはいえま

せん。活動に気軽に参加できるような機会や、情報発信の充実

が必要です。 

◆「勤務などの都合で機会がない」「時間がない」人が多いため、

短時間でも参加できる活動や、中高年者が経験を活かせる活動

など、多様な活動があると、参加のすそ野が広がる可能性があ

ります。 
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項目 現状と課題 

地域活動・ボランティア

活動への参加について 

◆「参加方法がわからない」と回答した人も多いことから、これ

までボランティア活動に参加したことのない人や、地域福祉に

関心の低い若い世代にも、ボランティア等の情報が届くよう、

情報発信の手法を工夫するなど、担い手となる人のすそ野を広

げ、多くの人に少しずつ協力してもらうことが重要です。 

社会福祉全般について 

◆石井町について住民は「住民同士の結びつきがある」「福祉サ

ービスを安心して利用できる」と考えている人が過半数となっ

ています。 

◆一方で、「防災・防犯の地域活動が積極的に行われていない」

「安心して暮らせる生活基盤や福祉等の専門人材が整ってい

ない」「地域活動に誰もが積極的に参加できる仕組みが整って

いない」と考えている人が過半数となっています。 

 

【関係団体調査結果】 

項目 現状と課題 

高齢者に関すること 

◆生活の移動に困っている高齢者のみ世帯の方が多くなってい

ます。 

◆路線バスが少ない地域にも配慮した福祉バス・タクシーの運行

等の支援が必要です。 

◆高齢者外出支援事業は評価されている方も多いですが、より一

層の充実が必要です。 

◆高齢者の生きがいは多様化しており、対応を考える必要があり

ます。 

◆虐待・消費者被害・認知症・BPSD・閉じこもり・後見申し立て

への対応が必要です。 

障がい児・者に関するこ

と 

◆障がい児デイに通っている子の親から「手厚くしてもらい少し

ずつ成長が見られる」と感謝され、嬉しく思っています。 

◆町のバリアフリー化を、より一層進める必要があります。 

◆障がい特性を持つと診断･判定される児童の数が多くなってい

る現状があります。 

◆中学校までは義務教育ということで地域での支援が必要にな

るため、支援機関･団体が共通認識を持って取組を協働する必

要があります。 

◆相談に来るときは「困った」で来るので、その時までに（その

前に）、またそうなってからも支援できる体制が必要です。 
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項目 現状と課題 

子ども・子育てに関する

こと 

◆０歳児の保育所（園）の待機の相談がよくあります。 

◆困窮世帯に対し、日持ちのする青野菜等も含め、より広く身近

にフードバンク活動を活用する場・機会が必要です。 

若者に関すること 

◆ふるさとを離れる若者が多いので、若者に定住してもらえるよ

う、より一層働く場所の確保が必要です。 

◆ひきこもり対策が必要です。 

中・高年に関すること 

◆石井町が住み心地ランキングで２年連続四国ナンバー１と評

価されたので、継続してアピールし、現役世代の定住者増につ

なげる必要があります。 

人権に関すること 

◆新型コロナウイルスワクチン接種をめぐる偏見や差別が懸念

されます。 

◆新型コロナウイルス感染者に対し、個人情報や人権に配慮した

情報発信が必要です。 

健康・医療に関すること 
◆町の健康診断の中に（特に高齢者に対して）口腔機能の検査、

歯科検診も加えた方がよいと思います。 

就労に関すること 

◆石井町から通勤圏の就労先がさらに増えると、若者の定着もよ

り一層進みます。 

◆障がい者の方で就労したい方はいますが、遠くまで行けない、

長時間は難しいなど特性上一般就労が難しい人もいます。障が

い者でもシルバー人材センターのような場所・手段があれば、

生活の安定につながります。 

地域活動・ボランティア

活動に関すること 

◆コロナ禍で２年も活動が止まり、情熱がくすぶっています。元

に戻るのは大変なので、ボランティア間の助け合いが重要で

す。 

◆シルバー人材センターの周知はかなり進んでいますので、魅力

を高め、有能な登録者がより一層増やす必要があります。 

◆サロン活動が地域に根付いていますが、コロナ禍で停滞気味な

ので、町の支援が必要と思います。 

◆専門的なノウハウや技術を持った人たちがいますが、どこにい

るかがわからないため、協力を依頼したくてもできません。登

録制などで地域のマンパワーを生かす仕組みが必要です。 

防犯・交通安全に関する

こと 

◆LED外灯は真下は明るいが周辺は暗いです。間隔を狭くするこ

とができればよいと思います。 

◆狭い町道でもスピードを出し過ぎの車をよく見かけるのが残

念です。 

◆要所への防犯カメラの設置を進める必要があります。 
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項目 現状と課題 

防災・災害に関すること 

◆気温上昇により、今までと違った危険（線状降水帯）がありま

す。夜間の避難誘導について、細かく指示できる体制が必要で

す。 

◆石井町 WEBハザードマップは、若い人にも活用しやすくてよい

と思います。 

◆台風時の一人暮らし高齢者の避難先の確保が必要です。 

◆災害時の要支援者に対しては、町としても事前対応・検討が求

められているので、要支援者が犠牲にならないためにも必要な

取組は連携して検討を進める必要があります。 

道路・公園・公共施設に

関すること 

◆カーブミラーの角度、白線が消えていて夜の雨の中では見えな

い、国道端の歩道はガタガタで歩きにくい等、道路の危険箇所

が多くなっています。 

◆現在でも和式トイレのところがあり、高齢者や障がい者には特

に不便です。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

 

１ 計画の理念 

本町では、長期的な視点でまちづくりを総合的かつ計画的に進めるための町の最上位計画

として、令和３年度からの 10年間を計画期間とする「第五次石井町総合発展計画」を策定し

ました。総合発展計画では、健康・福祉分野の基本目標として、「互いに支え合う、人と地域

が輝くまちづくり」を掲げ、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、住民一

人ひとりの「住み続けたい」を実現できるまちづくりを目指しています。 

国においては、平成 30年の社会福祉法の改正において、制度・分野の枠や「支える側」「支

えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生き

がいや役割をもち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包括的なコミュニティ、地

域や社会という意味の「地域共生社会」を提唱していますが、総合発展計画で掲げた基本目

標はこの「地域共生社会」の理念を包含するものです。 

このため、本計画では「互いに支え合う、人と地域が輝くまちづくり」を基本理念とし、町

と住民、町と関係機関等、多様な主体の協働による「地域共生社会」の実現を目指し、本町の

地域福祉及び福祉のまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

互いに支え合う、人と地域が輝くまちづくり 

計画の理念 



38 

 

２ 計画の基本目標 

「互いに支え合う、人と地域が輝くまちづくり」の実現に向けて、次の３つの目標を設定

し、計画を推進します。 

 

基本目標１ 地域の力による福祉活動の展開 

地域福祉を推進するには、住民一人ひとりが地域や福祉に関心を持つことや、地域で支

え合える関係性を構築することが不可欠です。全ての住民が、日頃から地域に関心を持ち、

孤立することなく、つながり合う地域づくりを進めるため、地域の人がお互いを知り、交

流する機会や場づくりを進めます。また、地域住民自身による地域の課題への気付きや課

題の解決に向けた活動、ボランティア活動等に気軽に取り組める仕組みづくり、地域福祉

を担う人材の育成を図ります。 

【基本施策】 

（１）地域福祉活動の促進 

（２）地域の防災対策の推進 

（３）地域の防犯・安全対策の推進 

（４）多様な主体との連携・協働の推進 

 

基本目標２ 地域の生活を支える包括的支援体制の整備 

地域生活課題の多様化・複雑化や、支援を必要とする人の増加を踏まえ、わかりやすい

情報提供体制や総合的な相談支援体制の充実、庁内及び関係機関の連携など、包括的な支

援体制の整備を進めます。 

【基本施策】 

（１）多様な課題に対応する相談支援体制の整備 

（２）情報提供の充実 

（３）セーフティネット機能の充実（再犯防止推進計画を包含する） 

（４）自殺対策の推進（自殺対策計画） 

 

基本目標３ 福祉のまちづくりの推進 

全ての住民が、安全で安心して快適に暮らし続けることができるよう、あらゆる面での

バリアフリー化を進めます。 

【基本施策】 

（１）物理的なバリアフリーの推進 

（２）心のバリアフリーの推進 
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３ 地域での支え合いの考え方 

厚生労働省においては、地域包括ケアシステムが効果的に機能するために、「４つの助（自

助・互助・共助・公助）」の考え方が示されていますが、本町では従来から自主防災の場など

で浸透している「３つの助（自助・共助・公助）」の考え方を継続し、計画の理念に掲げる「互

いに支え合う、人と地域が輝くまちづくり」の実現を目指します。 

 

◆地域での支え合いの考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自助・共助・公助がともに関わり合い、 

地域に合った取組を行うこと＝地域福祉 

自 助：自分自身や家族の力で困りごとを解決すること。 

共 助：自身の周囲にいる友人や隣近所の人たちが、自発的に関わり、ボランティアや

ＮＰＯ等も含めて、地域の中の助け合いで困りごとの解決に向けて取り組むこ

と。 

公 助：さまざまな公的なサービスにより、個人や地域では解決できない困りごとに対

処すること。 

    介護保険制度や医療保険、年金などの制度化された相互扶助やシステム化され

た支援活動等で解決すること。 

公 助 

公的な制度による 

サービスの供給 

介護保険制度など 

による相互扶助 

共 助 

隣近所などでの 

助け合い、 

地域やボランティア 

などによる支え合い 

 

自 助 

自身や家族による 

自助努力 



40 

 

４ 施策の体系 

 

基本目標 基本施策 施策 

１ 地域の力による福祉

活動の展開 

（１）地域福祉活動の促進 
① 地域福祉の人材づくり 

② 地域活動・ボランティア活動の充実 

（２）地域の防災対策の推

進 

① 避難行動要支援者支援制度の推進

及び避難体制の整備 

② 防災意識の醸成 

（３）地域の防犯・安全対策

の推進 

① 防犯対策の推進 

② 交通安全対策の推進 

（４）多様な主体との連携・

協働の推進 
① 多様な主体による連携促進 

２ 地域の生活を支える

包括的支援体制の

整備 

（１）多様な課題に対応する

相談支援体制の整備 

① 身近な相談機能の充実 

② 包括的な相談支援体制の構築 

（２）情報提供の充実 
① わかりやすい情報の提供と活用の促

進 

（３）セーフティネット機能

の充実 

① 生活困窮者の自立支援事業の推進 

② 就業による社会参加への支援 

③ ひきこもりに関する支援 

④ 再犯防止等の推進 

（石井町再犯防止推進計画） 

⑤ 虐待防止の推進 

（４）自殺対策の推進 

（石井町自殺対策計画） 

① 住民への啓発と周知 

② 地域におけるネットワークの強化 

③ 生きることの促進要因への支援 

３ 福祉のまちづくりの

推進 

（１）物理的なバリアフリー

の推進 

① ユニバーサルデザイン及びバリアフリ

ーに配慮した公共施設の整備 

② 移動のバリアフリー化の推進 

（２）心のバリアフリーの推

進 

① 人権意識の高揚 

② 福祉教育の推進 
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第４章 施策の展開 

 

 

基本目標１ 地域の力による福祉活動の展開 

基本施策（１）地域福祉活動の促進 

アンケート調査の結果では、地域活動やボランティア活動に「現在継続的に参加している」

「たまに参加することがある」と回答した割合は２割程度で、地域活動やボランティア活動

への参加機運は高いとはいえないのが現状です。 

地域福祉活動を活性化するためには、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」とい

う従来の関係を超えて、地域の各分野が連携することにより、さまざまな資源を最大限に活

かし、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら

暮らしていくことのできる地域や社会をつくることが求められています。 

本町では、人口の減少や少子高齢化等の影響で地域福祉の担い手が高齢化・固定化し、地

域住民同士の関係が希薄化している状況の中、地域共生社会を実現させるために、地域福祉

活動の担い手を確保し、その活動を支援するための体制づくりを進めます。 

 

施策① 地域福祉の人材づくり 

地域共生社会の実現に向け、制度や分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」という

従来の関係を超えて人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、

助け合いながら暮らしていくことができる地域づくりを進めるため、地域福祉活動に関わ

る担い手の発掘と育成に取り組みます。 

 

取組 内容 

社会福祉協議会活動への支

援強化 

・行政の役割分担を明確にしつつ、行政と町社会福祉協議

会との連携を確立する中で財政面の自立を促し、町社会

福祉協議会が地域福祉推進の中核として各種福祉事業を

主体的に行えるように積極的に支援します。 

民生委員・児童委員活動の充

実 

・民生委員・児童委員が各地域での福祉推進の中心として

活動できるよう、関係機関との連携のもとに、委員への

様々な福祉情報の提供や研修活動の充実を図ります。 
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取組 内容 

地域福祉を推進する団体の

育成・支援 

・町社会福祉協議会と連携しながら、地域の福祉活動を担

う団体の組織化や団体運営の相談・助言、事業や活動の

支援を強化します。 

・生活支援コーディネーターの地域における様々な活動や 

福祉関係団体の支援を図ります。 

社会福祉協議会ボランティ

アセンター等の活用による

多様な人材の確保・育成 

・社会福祉協議会と連携し、あらゆる機会・媒体を通じて、

ボランティア活動に関する情報提供や参加方法の周知な

どを行います。 

・幅広い年齢層の参加を促進し、多様な人材の確保・育成

を図ります。 

・様々な地域福祉活動やボランティア活動への住民参加を

働きかけるため、多様なボランティア講座を継続して開

催します。 

・地域活動への理解を深めるため、町広報誌やホームペー

ジ等による啓発や講座・研修会等により地域住民等の意

識向上を図り、活動への参画と人材育成を推進します。 

・町社会福祉協議会等と協力し、災害時に備え、迅速かつ

効果的な救援活動が行えるよう、災害ボランティアの育

成を推進します。 

小地域活動への支援 ・自治会等の活動を推進するための支援を行います。 

 

 

施策② 地域活動・ボランティア活動の充実 

高齢者、障がい者、子ども及び子育てをしている人など、様々な人が地域とのつながり

を保つため、地域での居場所づくりと見守り機能の強化を進めるとともに、住民の自主的

な地域福祉活動を推進するための支援を行います。 

 

取組 内容 

高齢者に対する地域での見

守り活動の充実 

・見守りの必要な高齢者を支援するため、地域住民や自治

会、民生委員・児童委員、老人クラブ、地域包括支援セ

ンター、警察、消防、見守り協定等を結んだ事業所等と

連携を図り、安全・安心な見守りネットワークを構築し

ます。 

認知症の当事者・家族を支え

る環境づくり 

・認知症サポーターを養成し、認知症高齢者世帯への支援

体制を構築します。 

障害のある人の地域参加・地

域交流の促進 

・障がい者が地域の一員として地域に参加することを促進

するため、住民主体の地域交流、地域活動を支援します。 
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取組 内容 

地域における子育て支援の

充実 

・地域子育て支援センター（地域子育て支援拠点事業）、子

どもの居場所づくりなど、地域における子育て支援事業

の充実を図ります。 

自主的な健康づくりへの支

援 

・イベントや広報活動を通して、住民の健康づくり意識を

高め、健康づくり運動の充実を図るとともに、健康づく

りボランティアの育成に取り組みます。 

石井町中央公民館等を活用

した住民活動の推進 

・石井町中央公民館等を活用して、地域で進められる福祉

活動の場・機会を提供するほか、学習、交流事業や相談

支援など、多様な福祉活動の展開を図ります。 

・石井町中央公民館の運営を通じて、住民活動に取り組む

住民・団体を支援するとともに、活動団体の活動拠点や

交流の場を提供します。 

活動拠点の拡充 
・地域福祉活動の拠点として、既存の公共施設のほか、空

き家等の民間スペースの活用を検討します。 

 

 

  



44 

 

基本施策（２）地域の防災対策の推進 

近年発生している大きな災害は、住民の防災意識を高めています。アンケート調査の結果

では、災害時に手助けを必要とする方のために取り組むべき対策として「地域・近所の中で

日頃から住民同士が協力できる体制を作る」「高齢者・障がいのある人・乳幼児等に配慮した

避難所を確保する」「災害時の情報を伝える方法を住民に日頃から伝える」「災害時の生活の

支援体制をつくる」などがあがっています。地域活動への参加意識の希薄化や個人情報に対

する意識の違い等により、支援を必要とする人等を地域で把握することが難しくなってきて

いる中、災害時等における迅速かつ的確な援助や助け合いを行うためには、支援が必要な人

を地域であらかじめ把握し、日頃の見守りや災害時の避難を地域ぐるみで行う体制づくりを

進めておく必要があります。 

高齢者や障がい者など、日常生活の中で手助けを必要とする人たちが災害時等も安心して

生活できるように、支援体制の整備を図るとともに、地域における防災対策のための取組が、

住民の地域への関心の向上や地域活動への参加の契機につながるよう取組を進めます。 

 

施策① 避難行動要支援者支援制度の推進及び避難体制の整備 

地域内での避難行動要支援者の情報共有を進め、日頃からの地域の支え合いや災害時に

地域において避難支援が行える体制づくりを推進します。 

また、災害発生時に誰の支援を受けて、どこへ、どのように避難するかを日頃から確認

する個別の避難支援計画、それに基づいた避難訓練の実施、災害情報や避難情報が確実に

伝わる手段の検討を進めます。 

 

取組 内容 

避難行動要支援者支援制度

の推進 

・災害時に支援の必要な方を把握するため、避難行動要支

援者名簿を作成・更新し、災害時に必要に応じて活用で

きるよう整備します。 

・平時から避難行動要支援者と接している自治会、社会福

祉協議会、民生委員・児童委員、ケアマネジャー、福祉

サービス提供事業者、障がい者団体等の福祉関係者や医

療機関とも連携を図り、避難行動要支援者の支援体制を

整備します。 

・避難行動要支援者名簿の周知を図ります。 

自主防災組織等の育成 

・地域防災交流センターを拠点に、学習会・防災講座等を

開催して自主防災組織の育成と交流を行います。 

・自主防災組織連絡協議会や防災士会等と連携し、未組織

地域の組織化に取り組みます。 
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取組 内容 

各種訓練の実施 

・町の主催する防災訓練を継続・発展するとともに、各自

主防災組織における火災、水害、震災等に対する訓練実

施を推進し、住民の災害対応能力向上を図ります。 

広報活動の強化 
・ハザードマップやホームページ、町広報誌等の活用によ

り、危険箇所や避難場所、啓発情報を周知します。 

福祉避難所の設置 

・一般の指定避難所での生活が困難な高齢者や障がい者等

の避難行動要支援者を受け入れるため、耐震、バリアフ

リー等に対応している福祉避難所としての機能を有する

町内の福祉施設を福祉避難所として設置します。 

災害時における合理的配慮 

・福祉避難所の周知や、高齢者、障がい者、乳幼児、外国

人、女性や性的マイノリティの人たちへの合理的配慮も

含めた誰もが生活しやすい避難所の環境整備を進めま

す。 

 

 

施策② 防災意識の醸成 

様々な啓発活動と防災教育によって、支援を必要とする人への理解を促進し、防災意識

を醸成することによって、地域のつながりを断ち切らず、非常時であっても誰もとりこぼ

さない、災害にも強いまちづくりを推進します。 

 

取組 内容 

防災をテーマとする意識啓

発の推進 

・自主防災組織連絡協議会や防災士会等と連携し、引き続

き各地区の自主防災組織に出前講座を実施し、防災意識

の高揚と災害への備えについて啓発します。 
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基本施策（３）地域の防犯・安全対策の推進 

地域による見守りや、警察との協力、防犯や交通安全に対する意識啓発などにより、犯罪

や事故のない安全な地域づくりを進めます。 

 

施策① 防犯対策の推進 

高齢者や子ども等を犯罪から守り、安全に暮らせるよう地域の防犯意識を向上します。

また、子どもを狙った性犯罪をはじめとする犯罪被害に遭うのを防ぐために、地域での見

守り体制等の取組を進めるとともに、関係機関との連携のもと、あらゆる広報等の機会を

通じ、被害に遭わないための対策等、必要な情報提供を充実します。 

 

取組 内容 

防犯対策の推進 

・住民・行政・各種団体等の連携・協働による「安全・安

心なまちづくり」を推進するため、地域の共助による防

犯対策の強化を図ります。 

・住民の防犯意識を高めるための啓発活動を行い、犯罪の

未然防止につなげるとともに、自治会等の申請により町

が防犯灯を設置し、夜間における安全の確保を図るなど、

犯罪の起きにくい環境や防犯に配慮したまちづくりを進

めます。 

子どもの防犯対策の推進 

・「子ども 110番の家」、「子どもを守る」ステッカー等、緊

急避難場所や協力者を確保し、いざというときに避難又

は助けを求めることができるよう、その場所の周知徹底

を図ります。 

・登下校時に合わせたあいさつ運動や声かけにより、地域

での子どもの見守り体制の確立を図ります。 
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施策② 交通安全対策の推進 

児童、高齢者等に対する交通安全教室を開催し、交通事故の防止等、交通安全対策を進

めます。 

 

取組 内容 

高齢者の交通安全対策の推

進 

・高齢者が安全に、安心して地域を移動できるよう、参加・

体験・実践型の交通安全教室等を推進し、交通安全意識

の向上を図ります。 

・老人クラブ等の会員増加を促進し、身近にある参加しや

すい各地区公民館分館において、開催されている交通安

全講座の参加者増加を図ります。また、関係機関から寄

せられる交通安全に関する様々な情報をクラブ役員が共

有し、適宜会員への周知を図ります。さらに広報等で近

隣の高齢者にも広く伝えることにより、地域高齢者への

啓発活動としての取組を進めます。 

子どもの交通安全対策の推

進 

・児童・生徒に対する交通安全教室を開催し、交通事故の

防止等、交通安全対策を進めます。 

・子どもたちの命を守り、交通安全を推奨することを目的

として、町内の幼稚園・中学校等の新入園児・生徒に、

自転車用ヘルメットの購入費を補助します。 

・あらゆる機会を通じ、ベビーシート、チャイルドシート

の使用徹底についての啓発を行うとともに、社会福祉協

議会において行っているベビーシート、チャイルドシー

トの貸出制度を周知し、活用を図り、使用を徹底するこ

とにより、子どもの安全が守られるように取組を進めま

す。 
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基本施策（４）多様な主体との連携・協働の推進 

地域では制度の狭間にある人や複合的な問題を抱える世帯、自らＳＯＳを発信できない人

などをはじめ、社会的孤立や経済的困窮などのさまざまな課題を抱えた支援を必要とする人

を、日常においても災害時においても、適切な支援に結びつけるため、地域主体の見守り活

動をはじめ、地域と福祉サービス事業者や専門相談機関、行政などの連携による協働を促進

する仕組みづくりや社会資源の調整が必要です。 

地域の課題解決のための活動をより広く展開していくため、多様な主体が協働する仕組み

づくりを推進します。 

 

施策① 多様な主体による連携促進 

地域における複雑・多様化する福祉課題に対応するため、情報の共有化を図り、「何のた

めに話し合い、助け合うのか」、「どのような地域にしていくのか」、という目的や価値観を

共有するとともに、様々な活動主体の連携を進めます。 

 

取組 内容 

多様な主体との連携 

・ボランティア団体、ＮＰＯ法人、事業者等との連携によ

る福祉事業を推進し、地域福祉活動の拡充を図ります。 

・住民と行政との協働の意義や必要性についての働き掛け

を行います。 

地域との連携の推進 

・福祉団体及び福祉施設等と地域との交流を推進します。 

・保育所・地域包括支援センターなどの福祉施設・機関が、

地域の自主的な福祉活動に対して、情報提供、相談事業

を行うなど、地域との連携を推進します。 

各種事業と生活支援コーデ

ィネーターの連携 

・潜在的・複合的な福祉ニーズ等に対応・支援するために、

生活支援コーディネーターと、地域包括支援センター、

ボランティア等が連携・協働し、新たな社会資源の開発

や仕組みづくりに取り組み、支援体制の充実を図ります。 
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基本目標２ 地域の生活を支える包括的支援体制の整備 

基本施策（１）多様な課題に対応する相談支援体制の整備 

複雑・多様化する福祉ニーズに対応し、社会参加につなげるためには、身近な地域での相

談支援体制とともに、地域と専門機関、専門機関間の連携による相談支援体制の構築・強化

が不可欠となっています。 

地域において、民生委員・児童委員、障がい者相談員等が住民の身近な相談相手役として

日常的に相談支援活動を行うとともに、専門的な支援として、役場の各窓口をはじめ、地域

包括支援センター、地域子育て支援施設、子育て世代包括支援センターなどが相談に応じ、

それぞれ連携しながら、適切な福祉サービスや地域での支え合いも含めた支援につなげます。 

 

施策① 身近な相談機能の充実 

住民にとって身近な相談の場として、役場の各相談窓口をはじめ、地域包括支援センタ

ー、地域子育て支援施設、子育て世代包括支援センター、民生委員・児童委員等における相

談員の資質の向上を図り、相談活動の充実を図ります。 

 

取組 内容 

身近な相談窓口の充実 

・地域の身近な相談窓口として、民生委員・児童委員、障

がい者相談員等と連携し相談体制の整備を進めます。 

・町社会福祉協議会による「心配ごと相談」の運営を行い

ます。 

利用者の立場に立った相談

体制の充実 

・高度化・多様化する福祉相談業務に的確に対応できる職

員を育成し、利用者の立場に立った相談体制を充実しま

す。 

 

施策② 包括的な相談支援体制の構築 

分野ごとの相談支援体制では解決が困難な課題について、多機関が連携して解決に向け

た支援をするための体制を構築します。 

 

取組 内容 

多機関協働の包括的な相談

支援体制の構築 

・福祉課題の共有と解決のため、庁内及び関係機関との連

携体制の確保を図ります。 

・高度化・多様化する福祉相談に対応するため、地域子育

て支援施設、子育て世代包括支援センター、町社会福祉

協議会、地域包括支援センター、名西郡障がい者基幹相

談支援センター等の相談・支援機関が連携し、包括的な

相談支援体制の充実を図ります。 
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取組 内容 

ケアマネジメント機能の充

実 

・研修会の開催等によりケアマネジメントに関わる専門職

の資質・技術の向上を図るほか、各分野のケアマネジメ

ント機関の連携のもと、複合的な課題や制度の狭間の問

題等にも対応できるケアマネジメント力の向上、専門職

の育成・確保に取り組みます。 

共生型サービスなどの分野

横断的な福祉サービス等の

検討 

・高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者等の複数の事業

を一体的に実施することで、サービスを利用しやすくな

る共生型サービスなどの整備について、社会福祉法人や

ＮＰＯ法人、民間企業等の関係事業者と協議し検討しま

す。 

子ども家庭総合支援拠点の

設置 

・子ども家庭総合支援拠点とは、拠点がソーシャルワーカ

ーの機能を担い、すべての子どもとその家庭及び妊産婦

等を対象として、その福祉に関し必要な支援に係る業務

を行い、特に要支援児童及び要保護児童等への支援業務

の強化を図るもので、本町では令和４年度より設置予定

です。 

・子ども家庭支援全般に係る業務（実情の把握、情報の提

供、相談等への対応、総合調整）を行います。 

・要支援児童及び要保護児童等への支援業務（危機判断と

その対応、調査、アセスメント、支援計画の作成等、支

援及び指導等）を行います。 

・関係機関との連絡調整（支援拠点が調整機関の主担当機

関を担うことで、支援の一体性、連続性を確保し、児童

相談所との円滑な連携・協働の体制を推進）、その他必要

な支援を行います。 

権利擁護支援の地域連携ネ

ットワークを構築 

・権利擁護支援の必要な人の発見及び支援 

・早期の段階からの相談、対応体制の整備 

・意思決定支援、身上監護を重視した成年後見制度の運用

に資する支援体制の構築 
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基本施策（２）情報提供の充実 

本町では、各種保健・福祉情報を各課窓口のほか、町広報誌や各種パンフレット、ホーム

ページ、ＣＡＴＶ、ＳＮＳ等を活用するほか、石井町の情報を発信するスマートフォン用ア

プリ「いしいアプリ」において、石井町の防災・防犯、観光・イベント、子育て・福祉や、ジ

ャンル設定により地域のごみ収集日（燃やせないごみ、資源ごみ等）のお知らせなどをプッ

シュ通知で受信できるなど、幅広く住民への情報提供を行っています。 

しかし、アンケート調査の結果では、自分にとって必要な福祉等の情報の入手を「あまり

できていない」「ほとんどできていない」と回答した割合が６割程度と、行政が発信する各種

情報が必ずしも情報を必要とする人に伝わっていない状況がみられます。 

支援を必要とする人や福祉サービスを利用する人が、必要とする福祉に関する情報を得る

ことができるよう、多様な媒体による分かりやすい情報提供を行います。 

 

施策① わかりやすい情報の提供と活用の促進 

保健・福祉などに関するさまざまな制度やサービス内容などの情報を、必要とする人へ

わかりやすく確実に提供するためには、サービス事業者をはじめ、地域住民による活動や

ＮＰＯ法人・ボランティアなどによる活動などと連携し、必要とする人へわかりやすく確

実に提供するとともに、身近な地域における見守りや、話し合いの場の取り組みなどを通

じて、情報共有を推進します。 

また、障がいのある人や高齢者、外国人などに情報格差が生じないよう、情報提供のバ

リアフリーを推進します。 

 

取組 内容 

わかりやすい情報の提供 

・福祉情報冊子・パンフレット等による、わかりやすくき

め細やかな情報提供を行います。 

・情報を分野別に収集し、必要な情報が入手しやすいよう

に情報提供を行います。 

情報提供ツールの拡大と提

供情報の活用促進 

・パソコンや携帯電話、スマートフォンなどＩＣＴの活用

により、簡単に情報を入手できる情報提供体制の強化を

進めます。 

・パソコン講座、タブレット・スマートフォン講座などを

開催し、情報活用の促進を図ります。 

情報のバリアフリー化の推

進 

・障がい者や高齢者、外国人等に情報格差が生じないよう、

情報のバリアフリー化を進めます。 

・ホームページ等による情報提供について、高齢者や障が

い者を含め、だれもが支障なくアクセスし、情報を容易

に得られるよう、表現方法や記載方法の工夫・配慮を図

ります。 
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基本施策（３）セーフティネット機能の充実 

何らかの生活課題を抱えた人が、さらに困難な状況に落ち込まないように、生活を支援す

る制度や仕組みであるセーフティネット機能を強化していく必要があります。 

住み慣れた地域で誰もが生涯にわたり安心して暮らすことができるよう、また、支援を必

要とする人が地域の中で孤立することのないよう、支援を必要とする人の状況や情報を把握

して支援が行き届くように各種事業に取り組みます。 

 

施策① 生活困窮者の自立支援事業の推進 

生活困窮者自立支援制度に基づき、仕事や暮らし等、様々な課題を抱える方の相談に対

応するため、就労、住居確保、家計の見直し及び子どもの学習・生活等に対する支援を行

い、生活困窮者の自立に向けた支援を行います。 

 

取組 内容 

生活困窮者の自立相談支援

事業 

・生活に困りごとや不安を抱えている場合、支援員が相談

を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考

え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立

に向けた支援を行います。 

生活困窮者の就労準備支援

事業 

・「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケー

ションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方

に６カ月から１年の間、プログラムにそって、一般就労

に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労

機会の提供を行います。 

生活困窮者の就労訓練事業 

・直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に

合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログ

ラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実

施する、就労訓練事業を行います。 

生活困窮者の一時生活支援

事業 

・住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住

居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供し

ます。 

生活困窮者の住居確保給付

金の支給 

・離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高

い方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期

間、家賃相当額を支給します。 

生活困窮者の家計改善支援

事業 

・家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談

者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計

画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じ

て貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援しま

す。 
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取組 内容 

生活困窮世帯の子どもの学

習・生活支援事業 

・子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と

出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、

高校進学者の中途退学に関する支援等、子どもと保護者

の双方に必要な支援を行います。 

 

 

施策② 就業による社会参加への支援 

高齢者、障がい者等の就労機会の拡大を図ります。 

 

取組 内容 

就業機会の拡大 

・高齢者の知識や経験をいかせるよう、シルバー人材セン

ターと連携し、社会参加の機会を拡大します。 

・ハローワーク等と連携し、高齢者の就業を支援します。 

・障がい者の能力に着目した職域の拡大を検討するととも

に、企業等との連携を図り、障がいのある人の雇用促進

に取り組みます。 

 

 

施策③ ひきこもりに関する支援 

ひきこもり等に悩む人や家族の支援を行います。 

 

取組 内容 

ひきこもりに関する支援 

・ひきこもり地域支援センター『きのぼり』等と連携し、

ひきこもり等に悩む人や家族の相談を受け、就労準備等

社会参加に向けた支援を行います。 

 

 

施策④ 再犯防止等の推進（石井町再犯防止推進計画） 

平成 28年 12月、「再犯の防止等の推進に関する法律」が公布・施行され、住民が犯罪に

よる被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を目指すための取組

みが進められています。 

犯罪をした者等が、孤立せず社会を構成する一員となり、再び罪を犯すことなく、誰も

が安心して暮らせる地域づくりを進めるため、保健医療及び福祉サービスの利用の促進、

子どもたちに対する非行防止に係る取組、民間協力者の活動の促進及び住民に対する再犯

防止等についての広報・啓発活動の推進等を行います。 
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取組 内容 

保健医療及び福祉サービス

の利用促進 
・必要な保健医療及び福祉サービスにつなげます。 

非行防止等の取組の推進 ・青少年の健全な育成のための事業を推進します。 

広報・啓発活動の推進 

・ホームページ、町広報誌等において、更生保護の活動や

協力雇用主制度の周知を図ります。 

・薬物乱用防止等についての啓発活動を推進します。 

・名西地区保護司会・名西地区更生保護サポートセンター

等の活動の促進を支援します。 

・「社会を明るくする運動」や「再犯防止啓発月間（７月）」

等において、犯罪予防活動や再犯防止に関する広報・啓

発活動を実施し、地域住民への理解促進を図ります。 

国・民間団体等との連携強化 

・国（徳島保護観察所、徳島刑務所、徳島法務少年支援セ

ンター、法務省コレワーク四国等）、県、更生保護関係団

体等との連携を強化し、再犯防止を推進します。 

 

 

施策⑤ 虐待防止の推進 

関係機関と連携し、虐待やＤＶの早期発見・早期対応につなげるとともに、虐待に対す

る住民への周知・啓発、悩みを一人で抱え込まないための相談支援等により、未然の防止

を図ります。 

 

取組 内容 

虐待防止対策の推進 

・虐待や暴力に対する相談窓口の周知を図り、虐待の防止

及び早期発見・対応に取り組みます。 

・石井町要保護児童対策地域協議会を中心に各機関と連携

しながら、児童虐待予防を図ります。各種健診、訪問、

相談などをし、居住実態の把握や子育ての不安の解消な

ど、丁寧な関わりを目指します。 

・介護保険事業者や相談窓口担当者に対し、高齢者虐待防

止等の対応や介護者のケアに関する技術的・専門的な支

援を推進します。 

・高齢者等への虐待防止を図るため、虐待予防・早期発見・

早期対応・アフターケア等の体制が充実するよう、介護

保険サービス事業者や民生委員・児童委員、警察等の関

係機関との連携を強化します。 
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基本施策（４）自殺対策の推進（石井町自殺対策計画） 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、自殺対策をさらに総合的

かつ効果的に推進するため、施行から 10 年の節目にあたる平成 28 年度に自殺対策基本法が

改正されました。改正された自殺対策基本法では、生きることの包括的な支援として自殺対

策を実施するべき等を「基本理念」に明記するとともに、全ての都道府県及び市町村におい

て「都道府県自殺対策計画」または「市町村自殺対策計画」を策定することが義務付けられ

ました。 

徳島県自殺対策基本計画（第２期）では、『令和５年度までの間、自殺死亡率 13.0 以下を

維持する』という数値目標を掲げていますが、本町の自殺死亡率は令和元年以降 13.0以下と

なっています。 

自殺対策基本法の改正を受け、本町のこれまでの取組を継承しつつ、身体的、精神的、経

済的な苦しみによって、誰も自殺に追い込まれることのないよう、行政や福祉サービス事業

者、地域、学校、家庭などが連携し、見守りや相談支援、健康づくり、生きがいづくりを進め

ます。 

 

施策① 住民への啓発と周知 

ストレスやこころの健康づくりに関する正しい知識の普及と、自殺や精神疾患に対する

偏見をなくすため、町広報誌やホームページでの啓発、リーフレットの配布等を実施し、

自殺予防週間や自殺対策強化月間における積極的な啓発活動に取り組みます。 

 

取組 内容 

相談窓口の設置と正しい知

識の普及 

・精神疾患やうつ病等についての相談窓口を設置し、継続

的なかかわりや相談ができるよう体制を整備します。 

・町広報誌、リーフレット、ポスターの掲示など自殺に関

連する事象等について啓発を推進します。また、町の行

事などあらゆる機会をとらえて正しい知識を普及してい

きます。 

・こころの健康や自殺防止に係る講座を設けます。 

・各種健康相談、家庭訪問、がん検診等を実施し、家庭や

地域における健康づくりを支援します。 
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施策② 地域におけるネットワークの強化 

自殺対策にかかる現状の共有や課題解決に向けた検討を行うために、町ぐるみの連携を

図る場づくりが求められます。関係機関や地域団体との協働をめざし、地域で支え合える

まちづくりを推進します。 

 

取組 内容 

関係課・関係機関との連携の

強化 

・地域の自殺対策に関する連携体制を強化するため、関係

機関を含め、相談窓口等においてこころの健康問題を発

見した際は、関係課や関係機関につなげます。 

地域福祉のネットワークの

連携による支援の推進 

・様々な問題が自殺リスクにつながる前に、より早い段階

で問題解決ができるよう、特定分野における問題につい

ても町全体で解決に向けた連携体制を構築します。 

 

 

施策③ 生きることの促進要因への支援 

自殺対策では、個人であっても社会であっても「生きることの阻害要因」（将来への不安

や絶望、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等）を減らす取り組みとともに、

「生きることの促進要因」（自己肯定感、信頼できる関係、やりがいのある仕事や趣味等）

を増やしていくことが求められます。 

そのため、誰もが生活の悩みや健康の不安等について気軽に相談できる相談窓口を充実

させ、複数の問題を抱える人に対しても迅速かつ具体的な支援につながるよう、相談・支

援体制の充実を図るとともに、専門職の積極的な介入による支援を図ります。 

 

取組 内容 

相談窓口の充実 

・窓口や電話で随時相談に応じることで、本人の不安の軽

減を図ります。 

・いじめ問題や子どもに関わる不安に関する各種の相談窓

口について、定期的に周知を行います。 

・精神保健福祉相談時に、当事者や家族の状況を定期的に

把握し、症状悪化等の場合には対処策を講じるなどの支

援を行います。 

・住民と接する各種申請、手続き、支払い等において、経

済的困難を抱えている状況が想定される場合は、「生きる

ことの促進」のきっかけと捉え、減免や軽減制度の検討、

各種相談、貸付、自立相談支援事業等へつなげます。 
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取組 内容 

児童・生徒のＳＯＳの出し方

に関する教育の推進 

・学校において、困難やストレスに直面したとき、誰にど

うやって助けを求めればよいか、具体的な方法を学ぶと

同時に、つらいときや苦しいときには助けを求めてもよ

いということを学ぶ教育を推進します。 

多様な支援の推進 

・医療、保健、福祉等の支援が必要な人に対し、関連のあ

る施策等を案内し、適切な精神保健医療福祉サービスが

利用できるように支援します。 

・うつ病の早期発見・治療につながるよう、健診等あらゆ

る機会を通じて適切な情報提供、必要に応じた支援を行 

います。 

・精神障がいを持ち、継続的に入院によらない精神通院医

療を受ける方の医療費を支援します。 

・各学校において、いじめ防止に係る啓発を行います。 

・虐待に関する通報・相談窓口を設置し、虐待へ対応する

とともに、背後にある様々な問題をも察知し、適切な支

援につなげます。 

交流・学びの場の提供 

・町内の公的施設の利用を促進するとともに、趣味、健康

づくり、教養等多岐にわたる講座を開催し、交流の場・

学びの場を提供します。 

・老人クラブ活動を支援するほか、高齢者の居場所づくり、

ストレス解消、リフレッシュの場を提供します。 

・高齢者等の生きがいづくりや健康づくり、社会参加、閉

じこもり防止を目的に開催する「ふれあい・いきいきサ

ロン」の活動を支援します。 

・子ども会活動を通じて、子ども・保護者同士の親睦・交

流を図り、いじめのない信頼関係の構築を図ります。 
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基本目標３ 福祉のまちづくりの推進 

基本施策（１）物理的なバリアフリーの推進 

福祉課題を抱えている人たちが適切な福祉サービスを利用するためには、施設整備やまち

づくりにおける配慮など、利用者が安心してサービスを受けることができる体制が整備され

ていることが重要となります。 

多くの住民が利用する公共施設、道路、公園、公共交通施設等について、高齢者、障がい者

をはじめ、全ての住民が円滑に利用できるよう、ユニバーサルデザインの理念に基づいて整

備を進めます。 

 

施策① ユニバーサルデザイン及びバリアフリーに配慮した公共施設の整備 

ユニバーサルデザインの施設整備を推進し、施設のバリアフリー化を進めます。 

 

取組 内容 

ユニバーサルデザイン及び

バリアフリーに配慮した公

共施設の整備 

・町の公共施設を新たに整備又は改修する際は、ユニバー

サルデザイン、バリアフリーに配慮して整備します。 

公共施設のトイレのバリア

フリー化の促進 

・高齢者、障がい者等の行動範囲を広げるため、公共施設

のトイレのバリアフリー化を図ります。 

公共施設のサイン（案内）整

備の拡充 

・ユニバーサルデザイン、バリアフリーに配慮して、ピク

トグラムなど見えやすく分かりやすいサインの整備に取

り組みます。 

公園のバリアフリー化の推

進 

・トイレのバリアフリー化、ベンチの設置、歩行空間の段

差の解消等、公園のバリアフリー化を図ります。 

 

 

施策② 移動のバリアフリー化の推進 

高齢者、障がい者、子ども連れの方など移動の困難な方も含め、移動の安全性及び利便

性が向上するための取組を推進します。 

 

取組 内容 

道路のバリアフリー化の推

進 

・段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの改修、街路樹

の管理及び電柱の占用箇所の見直し等、町道のバリアフ

リー化を図ります。 

小学校通学路における安全

確保 

・教育委員会、小学校、道路管理者（町、国及び県）、警察

が協働して合同点検を行い、危険箇所の状況に応じた必

要な対応策を講じます。 
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取組 内容 

高齢者等の外出の支援 

・高齢者等で、自動車免許を持っていない又は免許返納さ

れている等、公共交通機関を利用しなければ外出が困難

な方に対して、バス・タクシーを利用する際に、その料

金の一部を助成する券を交付することで、高齢者等の生

活範囲の拡大と社会参加を促進します。 

・屋外での移動が困難な障がい者に対し、社会生活上必要

不可欠な外出や余暇活動等社会参加のための外出を支援

します。 

・そのほか、地域独自の移動手段を検討していきます。 
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基本施策（２）心のバリアフリーの推進 

住民一人ひとりが福祉に対する関心をさらに高めて地域づくりを促進する必要があること

から、児童・生徒やその親世代、高齢者等、あらゆる人に開かれた福祉の学びの機会を設け

ていく必要があります。 

このため、子どもから大人まで、全ての住民が地域に関心を持ち、高齢者や障がい者等の

支援を必要とする人への理解を深め、助け合い、支え合う気持ちを持てるよう、地域福祉へ

の理解と意識の醸成を図ります。 

 

施策① 人権意識の高揚 

高齢者、障がい者、子ども・子育て家庭、生活困窮者、性的マイノリティ等、あらゆる立

場の方に関する人権の啓発と人権教育の推進、差別の解消や男女共同参画社会の推進等、

人権に関する様々な取組を進めます。 

 

取組 内容 

人権啓発・男女共同参画等へ

の取組 

・町広報誌やホームページ等での啓発活動や差別解消に関

する取組、家庭や職場等における男女共同参画の推進等

により、人権の正しい理解を広め、あらゆる立場の方の

人権の尊重につなげます。 

学校における人権教育 

・次代を支える子どもたちに対して人権に関する正しい理

解を深められるよう、学校教育において人権に関する学

びに取り組みます。 

 

 

施策② 福祉教育の推進 

学校教育や生涯学習活動を通して、住民一人ひとりが幸せや豊かさを実感して人生を過

ごせることをめざして、福祉教育を推進します。 

 

取組 内容 

学校における福祉教育 

・次代を担う子どもたちが、生涯を通して福祉や地域福祉

の取組に共感が持てるように、学校教育において福祉に

関する学びに取り組みます。 

生涯を通した福祉への学び 
・生涯学習活動における講座や講演会等の機会を通して、

福祉の学びの機会の提供を図ります。 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

 

１ 地域共生社会の実現に向けた体制整備 

（１）行政と社協の連携強化 

地域福祉の推進には、保健・医療・福祉分野のみならず、教育や建設分野、生活環境な

ど、様々な分野との連携が必要になります。そのため、庁内の総合的かつ横断的な体制を

整備し、関係部局との連携・情報共有を図ります。 

また、行政と社協が適切な役割分担のもと、連携・協働して事業実施を図ります。行政と

社協の役割について、役割が重複する分野においては、情報共有をより強化しながら、ワ

ンストップ的な対応ができる体制を整備します。 

 

 

（２）住民、事業所等との連携強化 

地域福祉の推進には、住民の協力が不可欠です。住民が地域福祉に対する理解を深め、

より身近に感じられるよう、本計画や地域福祉に関する情報を町広報誌やホームページな

ど多様な媒体を活用して広く住民に周知し、意識啓発を図ります。 

また、地域組織、住民活動グループ、福祉サービス事業者、学校、企業等が連携しながら

地域福祉を推進できるよう、地域ケア会議、障がい者地域自立支援協議会、子ども・子育て

会議等の場を活用したネットワーク体制の強化を図ります。 

 

 

２ 計画の進行管理 

（１）計画の評価・見直し 

本計画に基づく地域福祉の取組を効果的かつ継続的に推進していくため、必要に応じて、

地域福祉の進捗状況の評価、見直しを行い、本計画の推進につながるよう取組を進めます。 
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（２）計画の取組指標 

本計画の理念である「地域共生社会の実現」に向け、本計画期間内に重点的に取り組む

項目の指標をあげています。本計画の進行管理に活用し、毎年その変化を確認するととも

に、新たな指標の検討も随時行っていきます。 

 

基本目標 指標 現状 
目標 

（令和８年度） 

１ 地域の力によ

る福祉活動の展

開 

ボランティア登録者数 
1,144 人 

（令和２年度） 
1,450 人 

認知症サポーター養成数 
1,570 人 

（令和３年度） 
1,700 人 

地域ケア会議の開催回数 
コロナ禍により１回 

（令和２年度） 
年に６回 

２ 地域の生活を

支える包括的支

援体制の整備 

町民アンケートで『福祉サービスを必

要としたときに、確実に安心して利用

できるまちだと思う』の問に「そう思

う」または「まあそう思う」と回答し

た割合 

59.2％ 

（令和３年度） 
65％ 

町民アンケートで『誰もが安心して暮

らせる生活基盤や福祉事業者、専門家

などの人材が整っていると思う』の問

に「そう思う」または「まあそう思う」

と回答した割合 

41.0％ 

（令和３年度） 
45％ 

「いしいアプリ」の登録者数 
1,537 人 

（令和３年度） 
1,600 人 

３ 福祉のまちづ

くりの推進 

高齢者外出支援事業申請者数 
950人 

（令和３年度） 
1,000 人 

障がい者移動支援事業 
50 人 

（令和３年度） 
60 人 
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石井町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条第３１の規定に基づき、地域におけ

る高齢者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関して共通して取り組むべき事項等を一

体的に定める計画を策定するため、石井町地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項について審議する。 

（１） 計画案の策定に関すること 

（２） その他計画策定に関して必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱する。 

（１） 長寿社会課長、子育て支援課長、危機管理課長、健康増進課長 

（２） 福祉、医療・保健、防災関係の団体代表者等 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、 

その職務を代理する。 

 

（委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。 

 

（関係者の出席） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、

意見を聞くことができる。 

 

 



65 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉生活課において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会

に諮って定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年８月１８日から施行する。 

２ この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。 
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